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調査の方法

• 厚生労働省・内閣官房の委託による「COVID-19調査セン

ター（仮称）」から、各病院への直接の調査を行います。

• 調査手法は、集計の容易さの観点から、以下の順位で選択

いただきます。

• Webフォームへの入力（インターネット接続環境のある病院）、

HTMLメール

• テキストメール

• Fax／電話（自動音声）

• すみやかに各医療機関に事前調査票をお送りし、御担当の

連絡先と、調査手法（上記のいずれか）について確認させ

ていただきます。



ご報告いただいたデータについて

• 厚生労働省・内閣官房において集計の上、各都道府県及び

市町村等に、各自治体分のデータ（日次・週次）を共有い

たします。

• 医療機関間のデータ共有のあり方については、神奈川県で

の取組も踏まえ、範囲や項目を絞って決定する予定です。

• 都道府県において、重症者対応のための治療拠点の設定、

医療体制の重点化などの検討に活用いただきます。

• 医療提供状況（通常営業／一部制限／停止等）については、

医療機関からの公開許諾を得たものについて、厚生労働

省・各都道府県ホームページ上での公開・オープンデータ

提供可能な形で提供予定です。



（参考）神奈川県の取組



各病院からご報告いただきたい事項①

１．日次調査

・外来・入院・救急等の患者受け入れ状況

（通常どおり／一部制限あり／停止等）

・新型コロナ感染疑い患者用の外来設置／
入退院状況

・PCR検査（検体判定）状況

・空床状況

・医療機器リソース（人工呼吸器、新生
児・小児呼吸器、ECMO等）

・医師・看護師・事務職員等の充足状況

等



各病院からご報告いただきたい事項②

２．週次調査

・医療資材状況

（サージカルマスク、N95マ
スク、防護服、ディスポーザ
ブルガウン、ニトリル手袋、
手洗い消毒用アルコール、検
体検査用スワブ等）

・その他

（外来通院で科学療法中の患
者）等





調査のスケジュール

■調査の依頼・連絡先確認（本日以降実施）

• 厚生労働省から医療関係団体経由で、各病院に対して、今回の

COVID-19対策としての病院状況モニタリング調査の趣旨を周知

し、調査を依頼。

• 上記の依頼と同時に、各病院の連絡先・調査手法を確認

■調査の開始（週内に一部開始を目指す。来週以降拡大）

• 一部都道府県において先行実施

• 先行実施結果を踏まえ、必要な補正の後、対象区域拡大


